
◎
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に

関
す
る
法
律（

平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
法
律
第
八
三
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
五
月
二
〇
日
・
参
議
院
環
境
委
員
会
）

○
国
務
大
臣
（
鴨
下
一
郎
君
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
愛
が
ん

動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の

提
案
の
理
由
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

今
日
、
国
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
よ
り
、
愛
が
ん
動
物
、
い

わ
ゆ
る
ペ
ッ
ト
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
お
り
、
我
が
国
に
お
け

る
犬
及
び
猫
の
飼
育
数
は
お
よ
そ
二
千
五
百
万
匹
に
達
し
て
い
ま
す
。

ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
産
業
の
市
場
規
模
も
拡
大
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
中
、
昨
年
、
米
国
で
、
メ
ラ
ミ
ン
が
混
入
さ
れ
た
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
に

よ
り
犬
、
猫
が
相
次
い
で
死
亡
す
る
事
故
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。
我
が

国
に
お
き
ま
し
て
も
、
同
様
に
メ
ラ
ミ
ン
が
混
入
さ
れ
た
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド

が
発
見
さ
れ
、
製
品
が
自
主
回
収
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド

の
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
ペ
ッ
ト
の
健
康
を
保
護

し
、
動
物
の
愛
護
に
寄
与
す
る
た
め
に
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
に
関
す
る
規
制

を
行
い
、
そ
の
安
全
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
本
法
律
案
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
の
製
造
の
方
法
若
し
く
は
表
示
に
つ
い
て
の

基
準
又
は
成
分
に
つ
い
て
の
規
格
を
定
め
、
こ
れ
に
合
わ
な
い
ペ
ッ
ト

フ
ー
ド
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
を
禁
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

第
二
に
、
有
害
な
物
質
を
含
み
、
若
し
く
は
病
原
微
生
物
に
汚
染
さ
れ

て
い
る
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
又
は
こ
れ
ら
の
疑
い
が
あ
る
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
の
製

造
、
輸
入
又
は
販
売
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

第
三
に
、
こ
れ
ら
禁
止
の
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
が
販
売
等
さ
れ

た
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
廃
棄
、
回
収
等
必
要

な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
の
製
造
業
者
等
の
届
出
義
務
、
立
入
検
査

等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
環
境
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
五
月
二
三
日
）

○
松
山
政
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
環
境
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
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す
。ま

ず
、
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
は
、

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
愛
が
ん
動
物
用
飼

料
の
基
準
又
は
規
格
の
設
定
、
こ
れ
に
合
わ
な
い
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の

製
造
の
禁
止
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
原
材
料
や
添
加
物
な
ど
の
表
示
内
容
の
在

り
方
、
抜
き
打
ち
検
査
の
実
施
な
ど
検
査
体
制
の
充
実
の
必
要
性
、
海
外

の
先
進
的
事
例
を
参
考
に
し
た
抜
本
的
規
制
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑

が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま

す
。質

疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
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以
上
、
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議
（
平
成
二
〇
年
五
月
二
二
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
製
造
の
方
法
・
表
示
の
基
準
、
成
分
の
規
格

は
、
事
業
者
、
民
間
団
体
及
び
諸
外
国
の
取
組
状
況
を
踏
ま
え
、
的
確

か
つ
速
や
か
に
策
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
対
象
と
な
る
愛
が
ん
動
物
の

今
後
の
拡
大
に
つ
い
て
も
、
積
極
的
に
検
討
を
行
う
こ
と
。

二
、
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
は
、
購
入
す
る
消
費
者
の
多
く
が
飼
育
の
専
門

家
で
は
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
期
限
表
示
、
原
料
及
び
使
用
添
加
物

等
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
わ
か
り
や
す
い
表
示
と
な
る
基
準
を

策
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
偽
装
表
示
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
市
場
に
流

通
し
て
い
る
製
品
の
検
査
体
制
の
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、
偽
装
表

示
に
対
し
て
は
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
。

三
、
規
制
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
が
円
滑
に
対
応
で
き
る
よ
う

十
分
な
周
知
期
間
を
設
け
る
と
と
も
に
、
事
業
者
に
対
し
規
制
の
必
要

性
や
内
容
の
周
知
徹
底
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
事
業
者
に
対
す
る
検
査

や
指
導
等
を
行
う
た
め
の
関
係
機
関
の
体
制
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

四
、
飼
育
者
の
実
質
的
相
談
窓
口
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
動
物
病
院

や
都
道
府
県
等
の
動
物
愛
護
関
連
機
関
と
の
連
携
を
密
に
し
、
安
全
性

に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
有
害
な
原
材
料
が
広
範

囲
に
使
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
関
係
省
庁
間
に
お
い
て
も
情
報
交
換
等
、

連
携
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

五
、
愛
が
ん
動
物
に
与
え
る
飼
料
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
愛
が
ん
動
物
の

健
康
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
ふ
さ
わ
し
い

飼
料
や
そ
の
与
え
方
に
つ
い
て
飼
育
者
へ
の
普
及
啓
発
等
に
努
め
、
適

正
飼
養
を
推
進
す
る
こ
と
。
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右
決
議
す
る
。

三
、
衆
議
院
環
境
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
六
月
一
〇
日
）

○
小
島
敏
男
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
環
境
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
最
近
に
お
け
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
製
造
及
び
流
通
を
め
ぐ

る
状
況
等
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
を

図
る
た
め
、
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
基
準
ま
た
は
規
格
の
設
定
、
当
該
基
準

ま
た
は
規
格
に
合
わ
な
い
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
製
造
の
禁
止
等
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
参
議
院
先
議
に
係
る
も
の
で
、
去
る
二
日
本
委
員
会
に
付
託

を
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
翌
三
日
に
鴨
下
環
境
大
臣
か
ら
提
案
理
由

の
説
明
を
聴
取
し
、
六
日
に
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
同
日
質
疑
終
局
後
、

先
般
、
生
物
多
様
性
基
本
法
が
成
立
し
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
規
定
の

整
理
を
す
る
た
め
の
修
正
案
を
提
出
し
、趣
旨
説
明
の
後
、採
決
の
結
果
、

修
正
案
及
び
修
正
部
分
を
除
く
原
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
可

決
さ
れ
、
本
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま

す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
六
月
六
日
）

○
小
島
委
員
長

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律

案
に
対
す
る
修
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。修

正
案
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
る
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

本
修
正
案
は
、
生
物
多
様
性
基
本
法
が
去
る
五
月
二
十
八
日
に
成
立

し
、
本
日
、
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
、
そ
の
要
旨
は
、
本
法
律

案
附
則
第
五
条
中
の「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律（
平

成
十
八
年
法
律
第
四
号
）」
を
「
生
物
多
様
性
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法

律
第
五
十
八
号
）」
に
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議
（
平
成
二
〇
年
六
月
六
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
製
造
の
方
法
・
表
示
の
基
準
、
成
分
の
規
格

は
、
事
業
者
、
民
間
団
体
及
び
諸
外
国
の
取
組
状
況
を
踏
ま
え
、
的
確

か
つ
速
や
か
に
策
定
す
る
こ
と
。
な
お
、
そ
の
際
に
は
、
消
費
者
の
不

安
を
払
拭
す
る
た
め
に
も
、
期
限
表
示
、
原
料
の
内
容
、
使
用
添
加
物

愛
が
ん
動
物
用
飼
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の
安
全
性
の
確
保
に
関
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る
法
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（
酸
化
防
止
剤
、
防
腐
剤
、
発
色
剤
等
）
及
び
原
産
国
等
に
つ
い
て
、

消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
分
か
り
や
す
い
表
示
と
な
る
基
準
を
策
定

す
る
こ
と
。
ま
た
、
畜
産
副
産
物
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
病
変
肉
、

疾
患
部
位
の
使
用
状
況
及
び
そ
の
安
全
性
の
実
態
調
査
を
行
う
こ
と
。

さ
ら
に
、
本
法
の
対
象
と
な
る
愛
が
ん
動
物
の
範
囲
を
犬
・
猫
以
外
に

も
拡
大
す
る
よ
う
、
積
極
的
に
検
討
す
る
こ
と
。

二

規
制
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
が
円
滑
に
対
応
で
き
る
よ
う

十
分
な
周
知
期
間
を
設
け
る
と
と
も
に
、
販
売
業
者
な
ど
事
業
者
に
対

し
、
規
制
の
必
要
性
や
内
容
の
周
知
徹
底
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
愛
が

ん
動
物
の
健
康
の
保
護
及
び
動
物
の
愛
護
の
観
点
か
ら
、
一
般
の
飼
養

者
に
対
し
て
適
切
な
飼
料
や
そ
の
与
え
方
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
等
に

努
め
、
適
正
飼
養
を
推
進
す
る
こ
と
。

三

製
品
の
安
全
性
の
確
保
及
び
偽
装
表
示
の
防
止
等
の
た
め
、
市
場
に

流
通
す
る
製
品
の
検
査
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
者

に
対
す
る
検
査
や
指
導
等
を
的
確
に
行
う
た
め
の
関
係
機
関
の
体
制
整

備
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
基
準
等
に
合
わ
な
い
又
は
有
害
な
愛
が
ん

動
物
用
飼
料
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
飼
料
の
流
通
実
態
の
把

握
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
廃
棄
又
は
回
収
等
を
迅
速
か
つ
適
切
に
行
う
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
偽
装
表
示
事
案
に
対
し
て
は

特
に
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
。
な
お
、
農
林
水
産
大
臣
が
事
業
者
等
へ

の
立
入
検
査
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産

消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
等
の
透
明
性
の
確

保
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

四

飼
養
者
の
実
質
的
相
談
窓
口
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
地
方
公
共

団
体
、
動
物
病
院
、
民
間
団
体
等
と
の
連
携
を
密
に
し
、
愛
が
ん
動
物

用
飼
料
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
調
査
研
究
及
び
情
報
の
提

供
に
最
大
限
努
め
る
と
と
も
に
、
有
害
な
原
材
料
が
広
範
囲
に
使
わ
れ

な
い
よ
う
、
関
係
省
庁
間
に
お
い
て
も
適
時
・
適
切
な
情
報
交
換
等
、

そ
の
連
携
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

五

輸
出
用
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
に
つ
い
て
は
、
基
準
等
に
関
し
、
政
令

に
よ
り
本
法
の
適
用
除
外
等
の
特
例
を
定
め
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
当
該
飼
料
が
国
内
で
流
通
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
関
係

省
庁
間
の
連
携
を
強
化
し
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律

二
七
二


